
施設ご利用の皆さまへ

３月１３日(月)～利用者確認票のご記入が不要となります。

●団体登録でのご利用の方
団体登録の方は、社会体育団体使用受付確認票のみご記入の上、
ご提出をお願いいたします。

●個人登録でのご利用の方
利用者確認票のご記入が不要となります。
窓口にて、登録カード・身分証明書のご提示・
利用者人数をスタッフにお伝え下さい。

感染症対策につきましては引き続き、ご協力の程よろくお願いいたします。
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